
【ⅸ 内閣府（少子化対策企画室・保育課）関係】
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 事  務  連  絡 

平成２５年１２月１８日 

各都道府県・指定都市・中核市 

子ども・子育て支援新制度御担当部局 御中 

 

内閣府子ども・子育て支援新制度施行準備室 

 

幼稚園及び保育所が認定こども園に移行する場合における需給調整に係る 

特例措置の再周知について（依頼） 

 

 

 平成２５年８月６日付け事務連絡「子ども・子育て支援法に基づく基本指針の概ねの案につ

いて」においてお示しした「子ども・子育て支援法に基づく基本指針（案）」において、「幼稚園

及び保育所が認定こども園に移行する場合における需給調整に係る特例措置」をお示しした

ところです。 

 しかしながら、本特例措置の内容や趣旨について、いくつかの自治体において、必ずしも正

しく理解されていないのではないかと思われる対応を行っているとのご指摘をいただいている

ことから、改めて、下記のとおり、その内容や趣旨をお示しするとともに、再度の周知徹底を

お願いするものです。 

 

記 

 

 本特例措置の内容は、①幼稚園が幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定こども園に移

行する場合②保育所が幼保連携型認定こども園、保育所型認定こども園に移行する場合の

いずれの場合においても、都道府県は、地域における教育・保育施設の定員総数が、「現在

の利用状況」に「利用希望」を踏まえて設定した「量の見込み」に「都道府県計画で定める数」

を加えた数に達するまでは、認可・認定しなければならないこととするものです。また、「都道

府県計画で定める数」の設定に当たっては、認定こども園への移行を促進するため、認定こ

ども園、幼稚園、保育所等の利用状況や認定こども園への移行の希望に十分配慮し、幼稚

園、保育所の認定こども園への移行に関する意向等を踏まえて設定するものです。 

 

 その趣旨は、認定こども園が幼稚園と保育所の機能を併せ持ち、保護者の就労状況の変

化等によらずに柔軟に子どもを受け入れられる施設であることを踏まえ、認定こども園への

移行を希望する幼稚園・保育所があれば、認可・認定基準を満たす限り、認可・認定を行える

ようにするというものです。 
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 つまり、供給過剰地域においても、認可・認定を可能とすることを前提としつつ、適切な需給

状況が確保されるよう、既存施設の現在の利用状況等を勘案し、地方版子ども・子育て会議

における議論等により透明性を確保した上で、「都道府県計画で定める数」を設定し、その範

囲内で認可・認定を行っていただくこととするものです。 

 

 したがって、「都道府県計画で定める数」については、供給過剰地域においても認可・認定

を可能とすることを前提とするものであることから、当該数は、少なくとも「供給量－需要量」を

上回る数を設定していただく必要があるものであり、当該上回る数については、認定こども園、

幼稚園、保育所等の利用状況や認定こども園への移行の希望などを踏まえ、地方版子ども・

子育て会議における議論等を行っていただいた上で、各地域の実情に応じた具体的な数を

設定していただくことになることにご留意ください。 

 

 以上の内容につきまして、貴職におかれましては、改めてご確認の上、ご理解いただきます

とともに、管下市区町村への改めての周知徹底につきまして、特段のご配慮をいただけます

よう、よろしくお願いいたします。 

 

 なお、本件周知徹底に係る対応状況につきまして、１月９日（木）までに下記までご報告いた

だけますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

担当 内閣府 少子化対策担当 加藤・佐藤・辻  

T E L : 03-3581-1403(直通)  

F A X : 03-3581-0992 

E-mail: kodomokosodate1@cao.go.jp 
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25 26 27 29
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3,487 3,487 3,641 3,565 78

25 26 27 29 25 29

12,094 12,702 14,014 15,034 2,940
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25 26 27 29
25

29

1,040 1,104 1,171 1,317 277

815 865 917 1,032 217

25 26 27 29
25

29

860 906 1,031 1,095 235

573 604 687 730 157

25 26 27 29
25

29

4 7 8 4

25 26 27 29
25

29

54 63 67 67 13

25 26 27 29
25

29

18 22 24 30 12

25 26 27 29
25

29

10 15 18 28 18

25 26 27 29
25

29

342 421 464 469 127
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145 156 160 170 25

97 104 107 113 16

25 26 27 29
25
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1,810 1,857 1,895 1,980 170

25 26 27 29
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48 69 65 72 24
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事  務  連 絡 
平成 年 月 日

各 都道府県・指定都市・中核市 
子ども・子育て支援新制度 担当部局担当課 御中 

内閣府子ども・子育て支援新制度施行準備室 
文部科学省初等中等教育局幼児教育課 

厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課 

平成２６年度予算編成における子育て支援関連予算の取扱いについて 

平素より子ども・子育て支援の推進に御尽力いただき、誠にありがとうございます。 
昨年８月に、社会保障と税の一体改革（以下「一体改革」という。）関連８法案が成立

しました。この改革は、すべての世代に安心感と納得感の得られる全世代型の社会保障

への転換を図ることを目的の１つとするものであり、従来の高齢者３経費（年金、高齢

者医療、介護）に加え、少子化対策（子ども・子育て支援）にも、国・地方の消費税の

増収分を活用することとされています。 
具体的には、消費税法及び地方税法の一部改正により、社会保障の安定財源の確保及

び財政の健全化を同時に達成することを目指す観点から、消費税・地方消費税の税率引

上げとともに、消費税（国税）の社会保障目的税化、引上げ分の地方消費税の社会保障

財源化が定められ、平成 26年４月１日より施行されることになります。 
平成 26 年度においては、国・地方合わせて５．０兆円程度の増収を見込んでおり、

うち０．５兆円程度を社会保障の充実に、そのうち０．３兆円程度を子ども・子育て支

援の充実に活用することを予定しています。 
これと関連して、平成 26年度においては、子ども・子育て支援法附則第 10条に基づ

き、新制度への円滑な移行を図るための「保育緊急確保事業」を実施することとしてい

ます。この事業は大別して、①本年４月安倍総理の指示により策定した「待機児童解消

加速化プラン」の推進、②新制度に基づく事業の先行的な支援、から構成されています。

政府としては、「待機児童解消加速化プラン」に基づき、平成 29 年度までに 40 万人分

の保育の受け皿を確保し、待機児童解消を目指すこととしています。 
12 月 24 日に閣議決定された国の平成 26 年度予算案においては、この「保育緊急確

保事業」と「保育所運営費」を合わせて、公費全体で１兆 1,469 億円を計上しており、

うち地方負担分は 5,845 億円を想定しています。国負担分についても、消費税収を活用

して大幅な増額を図ることとしていますが、地方負担分は、平成 25 年度より 1,148 億
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円の増額（伸率 24.4％）に相当します。なお、これに必要となる財源については、地方

消費税等の増収分も含め、総務省において適切に地方財政措置を講じる方針であること

を確認しています。 
各都道府県・市町村におかれても、上記の一体改革の趣旨や国の予算案等を踏まえ、

待機児童数など地域の事情を勘案しつつ所要の予算を確保し、子ども・子育て支援の充

実に努めていただくようお願いいたします。 
「保育緊急確保事業」の実施要件などの事業の詳細については、内容が固まり次第、

情報提供させていただきます。 
なお、各都道府県におかれましては、管内市町村に情報提供いただきますよう、よろ

しくお願いします。 
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